
 

日進市自治基本条例の周知啓発について 

 

１ 自治基本条例の市民認知度、市民参加への満足度等 

 

○ 市民意識調査の結果によれば、平成１９年１０月の自治基本条例の施行から時

を経るに従って条例の認知度は下がっていますが、市政への市民参加の満足度及

び重要度はほぼ横ばいのままです。 

 

 ○ 市民の声の市政への反映については上昇しており、市政全般に対する満足度も

上がっています。 

 

○ 今後も、市の最高規範、自治体運営の基本ルールである自治基本条例の理念に

基づく市政の運営を行い、市民の満足度を高めていくよう努めていきます。 

 

日進市市民意識調査結果（関係部分 抜粋） 

（単位：％） 

設問項目 Ｈ２０年度 Ｈ２３年度 Ｈ２６年度 

自治基本条例の認知度 

（「知っている」と回答した割合） 
２１．３ １０．１ ６．４ 

市政への市民参加の満足度 

（「満足」「まあ満足」と回答した割合） 
１３．６ １１．１ １２．８ 

市政への市民参加の重要度 

（「重要」「まあ重要」と回答した割合） 
４０．９ ４１．３ ３９．１ 

市民の声の市政への反映 

（「そう思う」「おおむねそう思う」と 

 回答した割合） 

 １１．９ １３．２ 

市政全般に対する満足度 

（「満足」「まあまあ満足」と回答した割合）
４８．９ ５３．４ ５５．３ 
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（参考） 他市における自治基本条例の認知度 

（単位：％） 

条例名（施行日） 回答及び割合 

安城市自治基本条例 

（平成 22 年 4 月 1 日） 

調査時期：平成 26 年 6 月 

詳しく 

知っている 

0.6 

知っている 

 

3.32 

ある程度 

知っている 

4.82 

名前は聞いた

ことがある 

20.66 

刈谷市自治基本条例 

（平成 23 年 4 月 1 日） 

調査時期：平成 27 年 1 月 

詳しく 

知っている 

0.3 

知っている 

 

5.2 

－ 

名前は聞いた

ことがある 

22.4 

高浜市自治基本条例 

（平成 23 年 4 月 1 日） 

調査時期：平成 27 年 4 月 

－ 
知っている 

12.8 
－ － 

熊谷市自治基本条例 

（平成 19 年 10 月 1 日） 

調査時期：平成 27 年 2 月 

－ 
知っている 

15.8 
－ － 

 

 

 

２ 自治基本条例の周知啓発（平成２６年度・平成２７年度） 

 

（１）平成２６年度 

①講演会の実施 

    ○日時等 平成２６年１２月６日（土） 

「市制２０周年記念事業 にっしん市民活動祭」内 

    ○内 容 講演：「自治基本条例」と市民の「参加と協働」 

         講師：名城大学都市情報学部 昇秀樹 教授 

 

②広報にっしんへの掲載 

   「市民主体の自治（まちづくり）を目指しています！」を掲載（５ページ参照） 

○掲載号 平成２６年１１月号 

 

③周知用チラシの配布 

   「知っていますか？日進市自治基本条例のコト。～まちづくりの主役はみなさ

んです～」を配布（７・８ページ参照） 

○配布日時等  平成２７年１月２４日（土）ＮＨＫハートフォーラム 

              〃  １月２９日（木）「ＢＳ日本のうた」公開録画 
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（２）平成２７年度 

 

①パネル展示 

   展示パネル「市民参加と活動推進で地域づくりを！」 

を設置（写真右） 

○日時等 平成２７年１２月５日（土） 

「にっしん市民活動祭」内 

 

②広報にっしんへの掲載 

   「日進市自治基本条例を知っていますか？」を掲載 

（６ページ参照） 

○掲載号 平成２７年１０月号 

 

③自治基本条例・シンボルマーク クリアファイルの配布 

（写真下） 

   ・市内小中学校の全児童生徒に配布 

    ○時期 平成２７年１２月 

 ・平成２７年１２月５日（土） にっしん市民活動祭において配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④周知用チラシの配布 

 「日進市は「市民主体の自治」を推進しています。日進市自治基本条例」を配

布（９・１０ページ参照） 

  ○配布日時等 平成２７年１２月 市内小中学校の全児童生徒 

             〃  １２月５日（土） にっしん市民活動祭 

平成２８年１月１０日（日） 平成２８年日進市成人式 

クリアファイル 
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３ 平成２８年度の周知啓発（予定） 

（１）自治基本条例周知ポスターの作成、掲示 

     

 （２）くるりんばす車内へのチラシ掲示 

     

 （３）窓口用封筒への掲載 

市民課、税務課、産業振興課及び保健センターで使用している窓口用封筒に

自治基本条例の啓発文を掲載 

 

（４）市ホームページの充実 

    自治基本条例の内容や解説を分かりやすく掲載 

 

（５）若手職員に対する自治基本条例研修の実施 

 

（６）パネル展示 

    平成２８年１２月 にっしん市民活動祭において展示 

 

（７）広報にっしんへの掲載 

    平成２８年１０月号に特集記事を掲載 

 

（８）周知用チラシの配布 

    平成２８年１２月 にっしん市民活動祭 

平成２９年１月  平成２９年日進市成人式 

その他の祭りやイベント等でも自治基本条例の普及啓発を実施 

 

（９）市民意識調査による認知度調査 

    ２年に１度実施する市民意識調査のなかで、自治基本条例の認知度を把握 

     （これまでは３年に１度実施） 

 

 

 

４ 自治基本条例施行１０年に向けて 

  平成２９年度は自治基本条例が施行されて１０年を迎えます。様々な自治基本条

例の普及啓発活動を行い、基本理念である「市民主体の自治の精神の共有」を進め、

市民、市議会及び市の執行機関が一体となった市民主体の自治の実現を図っていき

ます。 
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広報にっしん　平成２７年１０月号



 日進市自治基本条例のコト。 

～まちづくりの主役はみなさんです～ 

まずは、「市制施行２０周年記念 日進市自治基本条例検定」にチャレンジ！ 

全問正解された方は、「市民自治力」七つ星 ☆☆☆☆☆☆☆ です。 

  

 

 

 
 

 

Ｑ１ 日進市自治基本条例が制定されたのは、いつ？ 

   ①平成６年１０月１日 （日進市制施行と同じ日） 

   ②平成１９年４月１日 

   ③これから制定する。 

Ｑ２ 日進市自治基本条例が制定された背景にあるのは、次のどちらの考え方？ 

①地方分権  ②中央集権 

Ｑ３ 日進市自治基本条例でいう「市民」に含まれるのは、次のうちのどれ？ 

   （複数回答） 

   ①市内に居住する者   ②市内で学ぶ者 ③市内で働く者 

   ④市内で事業を営むもの ⑤市内で活動を行うもの 

Ｑ４ 日進市における自治の基本原則は、次のうちのどれ？ （複数回答） 

①平等な社会 ②市民主体の自治の推進 ③自立した自治体 

④協働の原則 ⑤市民の信託による市政 

⑥男女共同参画の原則 ⑦情報共有の原則 

検定の答えはウラに 

知っていますか？
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 日進市自治基本条例は、このまちの最高規範  

日進市自治基本条例は、このまちを、まちに関わる全員の手で育んでいくための、もっとも基本的な

ルールです。自治体運営の全般にわたって、その基本となる理念や原則等が定められています。 

市民、市議会、行政はそれぞれの役割と責務をもって、「市民主体の自治」を推進していきます。 

 市民主体の自治 ＝ 「市民参加」＋「協働」 の二本柱  

市民主体の自治は、市政に関わる政策等の立案などに市民が自主的にかかる「市民参加」と、ＮＰＯ・

住民自治組織による市民自治活動を通して、市等と一緒に課題解決に取組んでいく「協働」の二本柱に

よって推進されます。 

市民参加と協働、市民自治活動の関係を図にすると下のようなイメージになります。 

 

 

（日進市市民参加及び市民自治活動条例パンフレットから抜粋） 

「日進市自治基本条例検定」の答え Ｑ１：② Ｑ２：① Ｑ３：すべて Ｑ４：すべて 

 

日進市 企画部 企画政策課 

電話 0561-73-3176 ＦＡＸ 0561-73-8275 Ｅメール seisaku@city.nisshin.lg.jp 
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